
まちづくりユニバーサルデザインガイドラインの改訂について 

 

１ 概 要 

（１）まちづくりユニバーサルデザインガイドラインとは 

すべての人にやさしいまちづくりを実現するため、ユニバーサルデザインの考え

方を基に、主に設計者、施工者、管理者等のまちづくりに携わる方々に向けたガイ

ドライン（手引書）として、平成 16年に策定したものです。 

（２）ガイドラインの改訂について 

このガイドラインは、策定から約 20 年が経過し、この間、社会環境も大きく変

化していることなどから、今般の「ひとにやさしいまちづくり推進指針」の策定に

併せ、改訂を行うこととしています。 

改訂に当たっては、現行基準や新しい考え方に基づき内容を改めるとともに、先

進事例やインクルーシブなど新たな視点を取り入れた事例の紹介など、ニーズの変

化や多様性などに対応できるように見直しを行う予定です。 

このガイドラインの改訂案については、推進指針の内容とも関わりが大きいこと

から、次回のひとにやさしいまちづくり推進協議会に提案したいと考えております

ので、御協力をお願いいたします。 

 

２ 改訂イメージ 

項 目 改訂内容 

①基本理念 ・令和６年度に策定予定の「ひとにやさしいまちづくり推進指針」の反

映、その他文言整理等 

②設計への 

配慮事項 

・建築物、道路、市街地におけるユニバーサルデザイン（設計のポイン

ト、図解等）について、現行基準や新しい考え方に修正・追加等 

③事例紹介 ・主な先進事例やインクルーシブなどの新たな視点を取り入れた事例の

紹介等 

 

３ 改訂に係る主なスケジュール（予定） 

６月 現行ガイドラインに対する意見徴収（関係団体） 

９月 第１回ひとにやさしいまちづくり推進協議会へ報告（改訂の概要） 

11月 素案に対する意見徴収（関係団体等） 

１月 第２回ひとにやさしいまちづくり推進協議会へ提案（最終案） 

３月 ガイドライン改訂・公表 

資 料 ６ 
６ 令 和 ６ 年 ９ 月 ６ 日 
建 築 住 宅 課 
県 土 整 備 企 画 室 
道 路 環 境 課 
都 市 計 画 課 
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